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　公民館などで行われている、高齢者
が明るくいきいきとした生活を送るこ
とをねらいにした事業の計画例です。
○　１こま全体が人権学習
　３回目　｢女性の人権｣（P33～35）
○　１こまの一部が人権学習
　２回目「違いを認める心」（P38,39）
　５回目「詐欺にあわないために」
　　　　「自他の身を守る」（P40,41）
　６回目「個性を認め合う心」（P36）
　７回目「他者を受容する心」（P37）

　日ごろの生活の中での役割を考えることで、
日常生活の中にある性差による偏った見方を
見直し、男女がいきいきと暮らせるような意
識を高める。
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１　いすに座ります。

２　「安心フルーツバスケット」の説明を聞きます。
　①質問を聞いて、該当する人は別の席に移動します。
　②質問はすべてファシリテーターがします。

３　ファシリテーターの質問を聞き、該当する人は移
　動します。

４　質問ごとに、何人かインタビューに答えます。

５　２・３を繰り返し行います。

※　詳しくは「じんけん公民館ガイド」P36
　　　　　　　栃木県教育委員会事務局生涯学習課　H18.3
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　家族における日常生活の役割分担を見直す
ことで、男女共同参画社会について考えます。

１　「生活の中にある役割シート」に自分の考えで印
　をつけます。
　　主に男性の仕事　　　→　黄色の印
　　主に女性の仕事　　　→　水色の印
　　どちらともいえない　→　印を付けない

２　各人が自分で記入したワークシートを発表しなが
　ら、男女の役割について気づいたことをグループご
　とに話し合います。

３　男女共同参画社会についての説明を聞きます。
準備物：ワークシート（生活の中にある役割シート） 
　　　　チェックペン（黄色・水色ラインマーカー）
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ティーブレイク

準備物：ふりかえりシート

　男女共同参画社会実現に向け、日常生活の
中で自分ができることを実行しようとする意
欲を高めます。

１　ふりかえりシートを
　各自記入します。

２　グループ内で今日の
　講座で印象に残ったこ
　とを発表します。

３　グループ内で明日か
　ら実践できることを発
　表します。
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○　自分が認められたり、ほめられたりすると、自尊感情が高まり自分を大切にするこ
　とができるようになります。
○　互いを認め合うことの大切さを感じることは、共に生きる社会づくりへの第一歩に
　なります。

○　寄せ植えだけでなく、ある程度の学習や作業を終えて人間関係が深まった後に行う
　と、和やかな雰囲気をつくることができます。
○　互いの「いいところ探し」に変更すると、アイスブレーキングとしても活用できます。
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　自分や他の人をを肯定的にとらえることで、
自尊感情が高まるとともに、他者を受容するこ
との大切さに気づきます。

○　コミュニケーションの原点は、互いの気持ちを共有することであり、話し手だけで
はなく聞き手の姿勢や態度が大切です。
○　会話の中で、がんばったことを認められることは、自分自身がかけがえのない存在
であることを認識する（自尊感情をもつ）ことにつながります。
○　相手の話をよく聞き、受容することが、相手の人権を尊重することにつながります。

○　終わりの句を繰り返すだけではなく、いくつかのセンテンスをまとめて繰り返した
り、相手の話に共感し、その感情を自然な言葉で返したりすることで、さらに他者理
解が深まります。
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○　日本国内でも地域による生活習慣の違いがあります。身近な郷土料理や地域行事な
　どからも、他文化を理解し個人を尊重する学習につなげることができます。
○　外国人に自分たちの文化がどのように感じられているのかなどの視点を入れて、互
　いに尊重し合うことの必要性を学ぶ学習につなげることもできます。

○　文化が異なると、同じ物を見ても異なるイメージをもつことがあります。外国人の
　　もつ文化や多様性を受け入れ、尊重することが大切です。

　参加者同士のコミュニケーションが深まる
とともに、だれでも固定観念や思いこみがあ
ることに気づきます。
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１　次の発問について考えてみましょう。

２　①～④の中で、韓国では日常的な食事作法とされるものがあります。選んでチェック
　欄に○をつけましょう。

①　○：日本では、はしを横に並べますが、韓国では、はしの先を相手の方に向けるよ
　　　　うにして縦におきます。
②　○：韓国では、ご飯や汁物はスプーンで食べます。はしは、キムチや炒め物など汁
　　　　気のないおかずを食べるときに使います。
③　○：韓国では食器やお椀を食卓に置いたまま食べます。そのため、韓国独特のスプ
　　　　ーン（スッカラ）、はし（チョッカラ）は食器を置いたままでも食べやすいよ
　　　　うに長めにできています。
④　×：韓国では食べきれないほどたくさんの料理を出すことがおもてなしです。出さ
　　　　れた料理を残しても大丈夫です。残したことが「十分にいただきました」とい
　　　　う気持ちを表すことになります。逆に接待のときにすべて食べてしまうと「足
　　　　りなかった」という意味になることがあります。
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　還付金詐欺に対する防犯寸劇から、自分自
身の身を守ることを学ぶとともに、人権侵害
について考えます。

１　最近発生している様々な詐欺事件について説明
　を聞きます。

○　様々な詐欺事件の実態を知ることをとおして、人をだます行為が人権侵害となるこ
　とを確認します。
○　どのようにして個人の情報や財産を守るかを考えることが、自分の人権を守ること
　さらには他人の人権を守ることにつながります。

○　この活動をきっかけに、日常生活で「高齢者の人権」が守られているかを考えるこ
　ともできます。

２　４～６人のグループをつくり、ファシリテータ
　ーによる寸劇を見ます。

３　感想や自分だったらどうするかを、グループで
　話し合います。

４　３の活動が、自分の人権を守ることにつながる
　ことの説明をファシリテーターから聞きます。

５　日常生活でどのようなことに注意するかをグル
　ープで話し合います。

６　警察などの専門的な立場の人からの講話を聞き
　ます。



41

今すぐ使える人権学習プログラム　第Ⅱ章ー③　～あなたの高齢者対象事業に人権学習を～

　♪♪♪・・・（プルプル・・）
　○○　　「はい、○○です。」
××　　「税務署の××と申します。先日、還付金払込みの確認はがきをお送りいた

しましたが、受取のお返事をいただいておりませんでしたので、直接お電話
を差し上げました。ご確認はお済みでしょうか。」

○○　　「いえ、何のことでしょうか？」
××　　「先日ほかのお客様から、指定口座に振り込みがされていないというご指摘

を受けました。すぐに調査しましたところ、こちらの機械の読み取りエラー
があることが判明しました。このような事がほかのお客様にもないよう、受
取確認のお返事のない方には、改めてご連絡させていただいております。　
　先月の中旬にはこちらから振り込みをさせていただいているはずですが、
いかがでしょうか。」           

○○　　「ちょっとわからないです・・・」
××　　「では、せっかくの還付金ですので、すぐにでもご確認をしていただき、も

し、エラーが発生しているようでしたらすぐに振り込みのやり直しをしたい
と思います。ただ、やり直し期限が今日中となります。せっかくの還付金で
すので、このあとすぐに銀行にて確認をお願いします。機械の読み取りエ
ラー発生時には、一度取引実績をつくればエラーが解消されますので、ご協
力お願いします。」　

○○　　「わかりました。わざわざありがとうございました。でも、すぐに確認した
いのですが機械は苦手で・・・取引実績って、どうすればいいんですか？」

××　　「そうですよね。今の機械は文字も小さくわかりにくいですよね。では、私
の方でお手伝いをさせていただきます。銀行につきましたら私××までお電
話ください。わかりやすくお伝えします。電話番号は次の

　　　　 とおりです。」
　○○さんは取引実績をつくるということで、「一度××の指定する口座
に５万円を振り込み、その後その５万円に還付金をつけて改めて○○さん
の口座にすぐ振り込む」という××の言葉を信じて従ってしまいました。

１  このような場合には、あなたならどう対応しますか。

２  これからどんなことに注意しますか。


